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（1）計画策定の背景等

国においては，平成30年度からの国民健康保険の運営の都道府県単位化に伴い，財政支援の拡充などにより法定

外繰入金に頼らない体制を整備していることから，市町村における「決算補填等目的の法定外繰入額」及び「繰上

充用金の増加額」は，解消・削減すべき赤字と定義し，都道府県ごとに定める国民健康保険運営方針において，赤

字の削減・解消を図るための計画を策定しなければならないと定めている。

※計画を策定・実行しない場合，国費削減のペナルティあり

県運営方針においても，国の制度改正に伴い，６年を目安に目標年次を設定し，計画的・段階的な赤字の解消・

削減に取り組むことが定められている。

●削減・解消すべき赤字（法定外繰入）の分類

赤字削減・解消計画における考え方

決算補填等目的

①決算補填目的のもの

医療費の増加，保険料の収納不足

②保険者の政策によるもの

保険料の負担緩和，任意給付

③過年度の赤字によるもの

累積赤字補填等

決算補填等以外の目的

①保険料の減免分

②地方単独事業の波及増補填

③保健事業に係る費用　等

納付金制度の導入により，医療費の増額分は県
からの交付金で補填され，保険料の収納不足分
は県の財政安定化基金から貸付が受けられるた
め，県単位化後は発生しない

国保運営方針のもと，市町村が計画的に削
減・解消すべき赤字

法 定 外 繰 入 の 項 目

削減・解消の対象ではない

＜参考＞一般会計繰入金

30年度決算

140億円

36億円

（うち赤字対象分）※ 17億円

176億円

法　定

法定外

合　計

※福岡市においては，②保険者の政策による
保険料の負担緩和の繰入金のみ

１．赤字削減・解消計画の策定について

－ １ －

●議題 令和２年度福岡市国民健康保険事業の運営について
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		●削減・解消すべき赤字（法定外繰入）の分類 サクゲン カイショウ アカジ ホウテイ ガイ クリイレ ブンルイ

		法 定 外 繰 入 の 項 目 ホウ テイ ガイ クリ イ コウ メ						赤字削減・解消計画における考え方 アカジ サクゲン カイショウ ケイカク カンガ カタ

		決算補填等目的 ケッサン ホテン トウ モクテキ

				①決算補填目的のもの ケッサン ホテン モクテキ				納付金制度の導入により，医療費の増額分は県からの交付金で補填され，保険料の収納不足分は県の財政安定化基金から貸付が受けられるため，県単位化後は発生しない ノウフキン セイド ドウニュウ イリョウヒ ゾウ ガク ブン ケン コウフキン ホテン ホケンリョウ シュウノウ フソク ブン ケン ザイセイ アンテイ カ キキン カシツケ ウ ケンタンイ カ ゴ ハッセイ

						医療費の増加，保険料の収納不足 イリョウヒ ゾウカ ホケンリョウ シュウノウ フソク

				②保険者の政策によるもの ホケン ジャ セイサク				国保運営方針のもと，市町村が計画的に削減・解消すべき赤字 コクホ ウンエイ ホウシン シチョウソン ケイカクテキ サクゲン カイショウ アカジ

						保険料の負担緩和，任意給付 ホケンリョウ フタン カンワ ニンイ キュウフ

				③過年度の赤字によるもの カネンド アカジ

						累積赤字補填等 ルイセキ アカジ ホテン トウ

		決算補填等以外の目的 ケッサン ホテン トウ イガイ モクテキ

				①保険料の減免分 ホケンリョウ ゲンメン ブン				削減・解消の対象ではない サクゲン カイショウ タイショウ

				②地方単独事業の波及増補填 チホウ タンドク ジギョウ ハキュウ ゾウ ホテン

				③保健事業に係る費用　等 ホケン ジギョウ カカ ヒヨウ トウ






Sheet1

				＜参考＞一般会計繰入金 サンコウ イッパン カイケイ クリイレ キン

								30年度決算 ネンド ケッサン

				法　定 ホウ テイ				140億円

				法定外 ホウテイ ガイ				36億円

						（うち赤字対象分）※ アカジ タイショウ ブン		17億円

				合　計 ゴウ ケイ				176億円









※福岡市においては，②保険者の政策による
　 保険料の負担緩和の繰入金のみ





計画策定にあたっては，歳入を着実に確保しつつ，歳出の抑制を最大限図ったうえでも，なお不足する財源について
は，保険料によることとするが，被保険者に過度な負担とならないよう最大限配慮した計画とする。

○計画策定の基本的な考え方

基 本 方 針

○ 福岡県国民健康保険運営方針に定められた期間である6年とする。

１ 計画期間

○ 平成30年度決算における赤字対象額である約17億円を削減・解消する。

２ 削減・解消額

○ 保険料収入や保険者努力支援などの国費の着実な確保に努める。

○ 新たに設置する基金を資産運用することによって，更なる財源として基金運用益を確保

３ 歳入の確保

○ 短期・中長期的に医療費適正化に取り組み，歳出の抑制に努める

※適正服薬推進事業，特定健診等による生活習慣病の予防，生活習慣病重症化予防事業 など

４ 歳出の抑制

○ 令和３年度から子育て世帯の保険料負担の緩和を図るため，新たに多子世帯の保険料減免を実施。

○ 福岡県の納付金算定における激変緩和措置の見直しの影響なども踏まえ，今後の決算状況に応じて，計画期間

や対象額は見直すことがある。

5 その他

－ ２ －



○県へ提出予定の赤字削減・解消計画書

「計画策定の基本的な考え方」に基づき作成した計画書を，福岡県国民健康保険運営方針の定めにより，福岡県へ
提出予定。

－ ３ －



２．国民健康保険財政基金（仮称）の設置について

【設置理由】
国民健康保険事業における財政の安定を図るため，平成30年度決算剰余金の一部を活用し，基金を設置するもの。

（２月議会へ条例案を提出予定）

【活用内容】
①保険料負担の緩和財源（予算編成）

基金運用益を財源として活用する
②保険料負担の年度間調整（予算編成）

保険料負担の年度間調整財源として活用する
③歳入不足時の補填財源（決算調製）

決算において保険料収入が不足した場合の補填財源として活用する

１ 基金の設置

被保険者数の増加等による保険料収入の増加や，収納率向上等による特別交付金の収入により，県支出金が増加したことなどから生じ
た，平成30年度決算剰余金の一部を活用して，令和元年度に積立を行う予定としている。

２ 基金積立の原資

●決算剰余金の状況
平成30年度決算（国保） 令和元年度予算（国保）

決算額 当初予算額 補正後（※）
1,446億円 1,366億円 1,370億円
1,409億円 うち前年度繰越金 12億円 16億円 ②
37億円 ① 1,366億円 1,370億円

収支差37億円が元年度予算への ※県支出金の過交付分の返還等に，繰越金を財源
繰越金となる として補正予定（約4億円）

歳　入
歳　出
収支差

歳　入

歳　出
積立金予定額＝①ー②＝約21億円

－ ４ －



３．令和元年度決算見込みについて

－ ５ －

【 歳出の主な増減理由 】

○ 「保険給付費」は，被保険者数が見込みを上回る

（312,200人→316,460人）ことにより，増加の見込み

○「基金積立金」は，基金新設（予定）に伴い追加

○ 「その他」は，30年度に県から過交付された保険給付費等

交付金（308百万円）を返還するため，増額の見込み

【 歳入の主な増減理由 】

○ 「保険料」は，被保険者数が見込みを上回ること等による増

○ 「県支出金」は，保険給付費の増加により保険給付費等

交付金の増加等による増

○ 「繰越金」は，30年度決算の黒字額

★収支決算見込み 歳入 １４０，７４０百万円 － 歳出 １４０，５５２百万円 ＝ １８８百万円

※ 決算見込に対して予算現額が不足する分は，今後，県支出金や
繰越金等を財源として，補正を行う予定

【 歳出 】 （単位：百万円）

予算現額
(A)

決算見込
(B)

増減
(A-B)

91,049 92,526 ▲ 1,477

41,970 41,970 0

923 923 －

0 2,155 ▲ 2,155

2,670 2,978 ▲ 308

136,612 140,552 ▲ 3,940

基金積立金

区　　　分

保険給付費

保健事業費

国保事業費納付金

その他

合　　　計

【 歳入 】 （単位：百万円）

予算現額
(C)

決算見込
(D)

増減
(D-C)

現年度保険料 24,572 25,057 485

滞納繰越保険料 1,598 1,562 ▲ 36

計 26,170 26,619 449

39 33 ▲ 6

91,579 92,784 1,205

17,285 17,242 ▲ 43

1,213 3,749 2,536

326 313 ▲ 13

136,612 140,740 4,128

区　　　分

保
険
料

国庫支出金

県支出金

一般会計繰入金

繰越金

その他

合　　　計



４．令和２年度予算（見込み）について
－ ６ －

（１）国民健康保険事業基数

当初予算
(A)

決算見込
(B)

増減
（B－A)

予算見込
(C)

前年度
当初予算比

(C－A)

212,400 213,500 1,100 210,600 ▲ 1,800

312,200 316,360 4,160 310,000 ▲ 2,200

311,930 316,200 4,270 310,000 ▲ 1,930

270 160 ▲ 110 - ▲ 270

344,252 343,819 ▲ 433 352,097 7,845

344,068 343,746 ▲ 322 352,093 8,025

556,944 488,106 ▲ 68,838 - ▲ 556,944

10.8229 10.8844 0.0615 11.0166 0.1937

10.8174 10.8817 0.0643 11.0166 0.1992

17.1647 16.2259 ▲ 0.9388 - ▲ 17.1647

31,808 31,588 ▲ 220 31,961 153

31,807 31,589 ▲ 218 31,960 153

32,447 30,082 ▲ 2,365 - ▲ 32,447

83,200 84,900 1,700 82,100 ▲ 1,100

96,300 98,200 1,900 94,200 ▲ 2,100

※　一般　：　退職者医療制度の適用を受けない被保険者に係るもの
※　退職　：　平成２６年度末までに国保資格を取得した人で，会社などを退職し、年金を受けられる人とその被扶養者は、６５歳まで退職者医療制度の適用となる。

　　 令和元年度をもって，退職者医療制度は終了。
※　介護　：　被保険者のうち、介護保険の第２号被保険者（４０歳～６４歳） 。
○一人あたり受診件数　＝　総レセプト枚数　÷　被保険者数
○一件あたり医療費　＝　総医療費　÷　総レセプト枚数

区　　　分

元年度 ２年度

世帯数（世帯）

被保険者数（人）

一　　般

退　　職

一人あたり医療費（円）　【①×②】

一　　般

退　　職

一人あたり受診件数（件）　【①】

一　　般

退　　職

一件あたり医療費（円）　　【②】

一　　般

退　　職

介
護

世帯数（世帯）

被保険者数（人）



－ ７ －

一人あたり受診件数は増加傾向介護保険第２号被保険者数（40～64歳）はH24から減少傾向

○被保険者数の推移 ○一人あたり医療費の推移

○一人あたり受診件数の推移

一人あたり医療費は，高齢化の進展や医療の高度化等により，
増加傾向

○介護保険第2号被保険者数の推移

国保の被保険者数はH25から減少傾向

132,285 130,884 127,249
121,694 116,926

111,250
105,488 102,087 98,200 94,200

0

50,000

100,000

150,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１

決算見込

R２

予算(案)

（人）

303,628
306,738

310,803
317,322

326,932
331,232 332,313

338,732
343,819

352,097

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１

決算見込

R２

予算(案）

（円）

9.9840
10.1346

10.2385

10.4123
10.5338 10.5736 10.6093

10.7062

10.8844
11.0166

9.5

10.0

10.5

11.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１

決算見込

R２

予算(案）

（件）

364,651 365,043 364,300 359,406
352,188

341,434
330,367

322,959
316,360 310,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１

決算見込

R２

予算(案)

（人）



－ ８ －

（２）令和２年度予算（見込み）

歳入

（単位：百万円）

２年度
予算見込

(A)

元年度
当初予算

(B)

増　減
(A-B)

主　な　要　因

一般分 92,502 90,917 1,585 1人あたり医療費の増による増

退職分 3 133 ▲ 130

計 92,505 91,050 1,455

医療分 31,445 30,209 1,236 激変緩和措置見直しによる増

支援分 9,160 8,588 572 激変緩和措置見直しによる増

介護分 3,328 3,172 156 激変緩和措置見直しによる増

計 43,933 41,969 1,964

993 923 70

2,929 2,678 251

140,360 136,620 3,740

区　　　　分

保
険
給
付
費

国
保
事
業
費
納
付
金

保健事業費

その他

合　　　　計

※令和２年度の予算見込額は、今後の予算編成過程において変動が生じる。
　 なお，予算は３月議会の議決を経て成立するものである。

歳出

（単位：百万円）

２年度
予算見込

(C)

元年度
当初予算

(D)

増　減
(C-D)

主　な　要　因

現年度分 25,218 24,571 647 赤字削減・解消計画に基づく増

滞納繰越分 1,865 1,598 267

計 27,083 26,169 914

11 39 ▲ 28

保険給付費等交付金
（普通）

91,390 90,164 1,226 保険給付費の増による増

保険給付費等交付金
（特別）等

1,761 1,188 573

特定健診等負担金 258 228 30

計 93,409 91,580 1,829

19,308 17,293 2,015 激変緩和措置見直しによる増

549 1,539 ▲ 990 前年度繰越金の減

140,360 136,620 3,740合　　　　計

繰入金

その他

区　　　　分

保
険
料

国庫支出金

県
支
出
金



（３）予算構成の概要

保険給付費

医療機関等を受診した際に係る

医療費のうち，被保険者が支払う自己
負担分を除いた費用
（一般分＋退職分）

国保事業費納付金
県全体の保険料収納必要額を基に，

県から各市町村に割り当てられる
納付金

保健事業費
特定健診・特定保健指導，データ

ヘルス計画に基づく事業，はりきゅう
の助成費等

その他事務費等

保険料「現年度分＋滞納繰越分」

被保険者が負担する保険料

県支出金
○保険給付費等交付金

・普通交付金分
保険給付費の財源として県から交付

される
・特別交付金分

市町村の取り組み等に応じて交付
される，国の特別調整交付金及び県
繰入金，保険者努力支援制度交付金

一般会計繰入金
法令等に基づく繰入金（法定繰入）と保険

料負担緩和を図るため，市の任意による繰
入金（法定外繰入）

－ ９ －

歳出 140,360百万円 歳入 140,360百万円

国庫支出金・その他



国民健康保険事業は，平成３０年度から財政運営の都道府県単位化が実施され，新たに都道府県は，財政運営の責任主
体として中心的な役割を担うことになった。

〇国民健康保険事業の都道府県単位化に伴う財政運営のイメージ

◆県は，県内の医療給付費等の見込みを立て，保険料収納必要額を算定し，各市町村の納付金を決定する（所得水準，年齢
調整後の医療費水準を考慮）。

◆市町村は，県へ納める納付金や保健事業費を賄うため，各市町村ごとの算定方式・予定収納率等に基づき，実際に賦課
する保険料率を決定，保険料を賦課・徴収する。

納付金

県

保険料収納必要額
（国保事業費納付金）

県内医療給付費等
（後期高齢者支援金，介護納付金含む）

国・県等の公費
（前期高齢者交付金含む）

納付金の納付

保険料の徴収

各市町村

保険料

必要額

医療給付費等
（後期高齢者支援金，

介護納付金含む）

国・県等の公費
(前期高齢者交付金含む)

一般

会計

繰入金

保健

事業等

被保険者

保険料の決定・賦課

保険料の徴収

被保険者

Ａ市

改革前 改革後

医療給付費等と同額を

市町村に交付
・納付金の決定

・標準保険料率の提示

・実際に賦課する保険料率の決定

・保険料の賦課

〔歳出〕

〔歳入〕

保険料

必要額

国・県等

公費

一般

会計

繰入金

保険給付費等交付金

医療給付費等
保健

事業等

Ｃ村

Ｂ町

（４）福岡県の納付金算定における激変緩和措置の見直しについて

－ １０ －



〇福岡県の令和2年度以降の納付金算定における激変緩和措置について

＝激変緩和措置の方針（平成30年度～）＝

激変緩和措置の期間は6年間（平成30年度～令和５年度）だが，制度施行３年間（令和２年度まで）は，「一定割合＝０％」

（平成28年度の負担水準を超えない）として激変緩和措置を実施（3年後に見直し）

「一定割合＝０％」とした理由

円滑な制度施行のために，改革初年度は被保険者の負担を極力抑えるという国からの要請に対応

歳出：被保険者数の減少に伴い，保険給付費が平成27年度をピークに減少傾向にあった

歳入：制度改革に伴う普通調整交付金等の国費の拡充や，前期高齢者交付金も増加傾向にあった

－ １１ －

【参考】激変緩和措置のイメージ図

H28 H30~R2 H28 H30~R2 H28 H30~R2

A市 B市 C町

←　一定割合＝0％

　1人あたり納付金額

＜30年度以降の考え方＞
　28年度比で1人あたり納付金
額が超過しているものの，一定
割合＝0％により，A市の負担
は28年度と同額になり，超過部
分の負担は発生しない

＜30年度以降の考え方＞
　28年度比で1人あたり納付金
額が同水準であるため，B市の
負担は28年度と同額

＜30年度以降の考え方＞
　28年度比で1人あたり納付金
額が下回っているため，C町の負
担は下回っている額

激変緩和



福岡県において令和2年度以降の状況を推計

 被保険者数：一貫して減少傾向にあり，令和４年度以降は，毎年度５万人以上が減少の見込み

 1人当たり保険給付費：一貫して増加傾向の見込み

 保険給付費総額：令和３年度まで増加し，令和４年度からは減少の見込み

1,094,789 1,073,154 1,039,378 985,505 
930,443 

873,386 

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

H31／R1 R2 R3 R4 R5 R6

被保険者数の推移（推計）（人）

（97.1％） （98.0％） （96.9％）
（94.8％）

（94.4％）
（93.9％）

（ ）対前年比

－ １２ －
制度施行2年目である令和元年度納付金算定において，納付金額が大きく増加

 歳出：減少傾向にあった保険給付費が平成30年度と比べて増加となった

 歳入：増加傾向にあった前期高齢者交付金や普通調整交付金等の公費が大幅に減少となった

当初の見通し 当初の見通し

歳出 歳入

※グラフや数値については，福岡県作成資料より引用


Graph1
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		(H31)		(H31)



（百万円）

前期高齢者交付金の推移

131,419
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Sheet1

		

				保険給付費 ホケンキュウフヒ				（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

		H24		348,650,837						H24		348,651

		H25		352,834,377						H25		352,834

		H26		358,993,804						H26		358,994

		H27		369,915,994						H27		369,916

		H28		363,794,428						H28		363,794

		H29		360,005,182		第３回試算 ダイカイシサン				H29		360,005

		H30		355,298,987		仮算定 カリサンテイ				H30		355,299

		H31		352,280,845						H31		352,281

				前期高齢者交付金 ゼンキコウレイシャコウフキン

		H24		116,113

		H25		120,286

		H26		120,957

		H27		126,137

		H28		130,453

		H29		133,703		第３回試算 ダイカイシサン

		H30		131,249		本算定 ホンサンテイ

		H31		133,500
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（百万円）

保険給付費（歳出）の見通し



Sheet2

		



（百万円）

前期高齢者交付金（歳入）の見通し



		保険給付費 ホケンキュウフヒ

		H24		348,650,837								H24		348,651

		H25		352,834,377								H25		352,834

		H26		358,993,804								H26		358,994

		H27		369,915,994								H27		369,916

		H28		363,794,428								H28		363,794

		(H29)		360,005,182								(H29)		360,005

		(H30)		355,298,987		3,571,881		358,870,868		本算定 ホンサンテイ		(H30)		355,299		3,572

		(H31)		360,596,379								(H31)		360,596

				前期高齢者交付金 ゼンキコウレイシャコウフキン

		H24		116,113

		H25		120,286

		H26		120,957

		H27		126,137

		H28		130,453

		(H29)		133,703		1,879		135,582

		(H30)		131,249		170		131419

		(H31)		127,127





		



（百万円）

第３回試算

H30仮算定

H30本算定

H31本算定

保険給付費（歳出）の推移

358,817



		



（百万円）

第３回試算

H30仮算定

H30本算定

H31本算定

前期高齢者交付金（公費）の推移

131,419



		



第３回試算
（H29.8）

H30仮算定
（H29.11）

H31本算定
（H31.1）

H30本算定
（H30.1）

.

358,817



		



第３回試算
（H29.8）

H30本算定
（H30.1）

H30仮算定
（H29.11）

H31本算定
（H31.1）

.

131,419





【参考1】納付金算定における激変緩和措置の新旧対照表

現行の激変緩和措置 見直し後の激変緩和措置

【負担割合】
・30年度から2年度まで：一定割合（※1）＝0％
・3年度から5年度まで：未定

※1：平成28年度比での1人あたり納付金額の伸び率

【負担割合】
・30年度から元年度まで：一定割合（※1）＝0％（1年前倒しで終了）
・2年度から5年度まで：一定割合＝自然増（※2）+α（※3）
　
※2：平成28年度比での1人あたり保険給付費等の伸び率
※3：激変緩和措置の収束に向けた調整値

＝激変緩和措置の方針（令和2年度以降）＝

福岡県において，令和元年度納付金算定結果及び将来見通しを踏まえ，制度施行3年間「一定割合＝０％」とする激変緩

和措置の方針を，1年前倒して，令和2年度納付金算定から見直すこととし，福岡県国民健康保険運営協議会へ下記の新

旧対照表のとおり諮問を行っているもの。（答申：1/29予定）

－ １３ －

【参考２】激変緩和措置のイメージ（医療費の自然増等により納付金が増加する場合）

：激変緩和部分

緩和前 緩和後 緩和前 緩和後

緩和前 緩和後 緩和なし

基準額 緩和前 緩和後 緩和前 緩和後 緩和前 緩和後

28年度 6年度

：一定割合のライン

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

1
人
あ
た
り
納
付
金
額

今回の激変緩和措置見直しにより，『一定割合』のラインが引き上げられた
・県内ライン10.3％（緩和団体は25団体）
・福岡市6.9％のため緩和団体とはならない

激変緩和措置期間


Sheet1

		【参考1】納付金算定における激変緩和措置の新旧対照表 サンコウ ノウフキン サンテイ ゲキヘン カンワ ソチ シンキュウ タイショウ ヒョウ

		現行の激変緩和措置 ゲンコウ ゲキヘン カンワ ソチ		見直し後の激変緩和措置 ミナオ ゴ ゲキヘン カンワ ソチ

		
【負担割合】
・30年度から2年度まで：一定割合（※1）＝0％
・3年度から5年度まで：未定
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・2年度から5年度まで：一定割合＝自然増（※2）+α（※3）
　　　　　　　　
※2：平成28年度比での1人あたり保険給付費等の伸び率
※3：激変緩和措置の収束に向けた調整値 フタン ワリアイ ネンド ガン ネンド ネン マエダオ シュウリョウ ネンド ネンド イッテイ ワリ ア シゼンゾウ ヘイセイ ネンド ヒ ヒトリ ホケン キュウフ ヒ トウ ノ リツ ゲキヘン カンワ ソチ シュウソク ム チョウセイ チ

























５．令和２年度国民健康保険料について

－ １４ －

（１） 【諮問①】 被保険者一人あたり保険料について

○令和２年度一人あたり保険料試算表

【参考】１人あたり保険料の推移 （単位：円）

増減 増減 増減

Ｈ22 73,999 -         20,995 ▲ 762 94,994 ▲ 762

Ｈ23 71,999 ▲ 2,000 20,341 ▲ 654 92,340 ▲ 2,654

Ｈ24 〃 － 21,118 777 93,117 777

Ｈ25 〃 － 23,717 2,599 95,716 2,599

H26 〃 － 23,845 128 95,844 128

Ｈ27 〃 － 19,639 ▲ 4,206 91,638 ▲ 4,206

Ｈ28 〃 － 21,476 1,837 93,475 1,837

Ｈ29 〃 － 23,385 1,909 95,384 1,909

Ｈ30 〃 － 22,027 ▲ 1,358 94,026 ▲ 1,358

R１ 〃 － 21,849 ▲ 178 93,848 ▲ 178

R2
（案）

73,999 2,000 24,188 2,339 98,187 4,339

備　考年度
医療分＋支援分 介護分 合計

　 令和２年度　一人あたり保険料（必要収入額）

年　額 （ 対元年度比 ） 

医療給付費分 53,967 円 （ 439円引き上げ ）

後期高齢者支援金等分 20,032 円 （ 1,561円引き上げ ）

介護納付金分                      24,188 円 （ 2,339円引き上げ ）

諮問内容

(単位：百万円)

保険給付費 92,502

国保事業費納付金 31,079 9,160 3,329

保健事業費 993

その他 120 37 18

合　　計 （A) 124,694 9,197 3,347

県支出金 92,995 245 75

滞納繰越保険料 991 366 148

前年度繰越金 188

その他 292

小　　計 （B) 94,466 611 223

一般会計繰入金 （C) 13,498 2,376 845

現年度保険料（A－B－C＝ Ｄ) 16,730 6,210 2,279

合　　計 124,694 9,197 3,347

（E) 310,000 人 310,000 人 94,200 人

円
（D) ÷ （E)

年額 一人あたり保険料（予算値）　
53,967 円 20,032 円 24,188

被保険者数

①医療給付分
（一般分）

②後期高齢者
支援金分

③介護納付金分

歳
出

歳
入



① 医 療 分

・国制度改正により策定する赤字削減・解消計画に基づき，医療分と支援分の合計で

2,000円引き上げるため，一人あたり保険料は，支援分増との差し引きで，439円引き上げ。

＜参考＞

県が示す医療分納付金が，激変緩和措置の見直しに伴い増加した

ことにより，保険料負担も同程度増加することになるが，被保険者の

急激な保険料負担増に配慮し，保険料に転嫁せず，引き上げを行わない。

② 支 援 分
・県が示す支援分納付金が，激変緩和措置の見直しに伴い

増加したことにより，一人あたり保険料は1,561円引き上げ。

③ 介 護 分

・県が示す介護分納付金が，激変緩和措置の見直しに伴い増加したこと

により，一人あたり保険料は2,339円引き上げ。

令和２年度保険料のポイント

－ １５ －

国の制度改正により策定する赤字削減・解消計画

に基づき，医療分と支援分の合計で，一人あたり保険

料を2,000円引き上げる（約3％増）。

介護分は，県の示す納付金により算定した必要額に

基づき引き上げる。

＜参考＞1人あたり納付金額の前年度比較
２年度 元年度 増減額 伸び率
101,166円 95,160円 6,006円 6.3%
29,472円 27,053円 2,419円 8.9%
34,355円 32,265円 2,090円 6.5%

加重平均　※ 10,709円 9,995円 714円 7.1%
164,993円 154,478円 10,515円 6.8%

加重平均　※ 141,347円 132,208円 9,139円 6.9%
※被保険者総数から介護分対象者を除した数値を介護分に乗じた額

医療分
支援分
介護分

合計

＋ ＝
本来引き上げるべき

保険料

市独自の激変緩和措置により，保険料に転嫁しない。

赤字削減・解消計画に
基づく保険料2,000円

県納付金の増加分
8,000円に相当する

保険料



参考：政令市や他の医療保険の状況

〇政令市の令和元年度の1人あたり保険料が，平均82,458円であるのに対して，福岡市は，保険料水準や被保険者の保険料負担

に配慮し，法定外繰入金により，1人あたり保険料（医療分+支援分）を71,999円に8年間（23年度以降）据え置いてきた。

また，政令市の令和元年度の1人あたり保険料（医療分+支援分）は，前年度比，平均2,149円の増（約3％増）で，23年度比では，

平均5,631円の増（約7％増）となっている。

〇福岡市の保険料が約３％増加見込みに対して，協会けんぽの保険料率は，23年度比で約7％増加している。

■協会けんぽの保険料率の推移

23年度比
伸び率

保険料率（介護なし） 9.58% 10.12% 10.12% 10.00% 10.09% 10.10% 10.19% 10.23% 10.24% 6.9%

保険料率（介護あり） 11.09% 11.67% 11.67% 11.72% 11.67% 11.68% 11.84% 11.80% 11.97% 7.9%
※協会けんぽのHP掲載の健康保険・厚生年金保険の保険料額表（福岡県）より転記

31年度
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

－ １６ －

■政令市の1人あたり保険料（令和元年度）
札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 川崎市 横浜市 相模原市 新潟市 静岡市 浜松市

78,320円 80,215円 85,740円 85,410円 102,394円 91,887円 82,638円 78,914円 79,238円 95,497円

名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 熊本市 福岡市 平均

90,490円 71,086円 73,430円 77,492円 85,683円 83,545円 87,325円 67,657円 80,192円 71,999円 82,458円



（２） 【諮問②】保険料賦課限度額について

賦課限度額を国が定める上限と同額とする。

年　額 （ 対元年度比 ） 

医療分 ６３０,０００円 （ ２０,０００円引上げ ）

介護納付金分 １７０,０００円 （ １０,０００円引上げ ）

　ただし、国民健康保険法施行令が改正された場合

諮問内容

【賦課限度額の推移】
（単位：円）

増減

２５年度 510,000 140,000 650,000 120,000 770,000 40,000

２６年度 〃 160,000 670,000 140,000 810,000 40,000

２７年度 520,000 170,000 690,000 160,000 850,000 40,000

２８年度 540,000 190,000 730,000 〃 890,000 40,000

２９年度 〃 〃 〃 〃 〃 －

３０年度 580,000 〃 770,000 〃 930,000 40,000

元年度 610,000 〃 800,000 〃 960,000 30,000

２年度（案） 630,000 〃 820,000 170,000 990,000 30,000

合　計医療分 支援分 介護分小　計

－ １７ －



　

　

【現行】 【見直し後】 所得

保
険
料

【参考】 医療費が増加し，被保険者の所得が伸びない状況において， 必要な保険料収入を確保するための方法

保
険
料

所得

①保険料率（所得割率）の引き上げ ②賦課限度額の引き上げ

賦課限度額到達所得 【現行】 【見直し後】
１人世帯 751万円 ⇒ 784万円

３人世帯 696万円 ⇒ 729万円

見直し後の料率：13.26%（▲0.14%）

※令和元年度算定で賦課限度額を引き上げた場合での試算

現行の料率：13.40%

○ 賦課限度額引き上げ後の収入階層別世帯構成別のモデル保険料について
※令和元年度算定で賦課限度額を引き上げた場合での試算

○ 保険料は政令により賦課限度額が定められており，各市町村は，この額を超えない範囲で条例で規定する。

○ 賦課限度額の引き上げにより，中間所得者層（※）に配慮した保険料設定が可能となる。

○ 中間所得者層の負担軽減を図るため，本市では政令に定める上限を賦課限度額としている。

（※）中間所得者層 ･･･ 低所得者層を対象とした均等割・世帯割の法定減額に該当する所得を超え，賦課限度額に到達する前までの所得階層

改正の趣旨

高所得者層の負担と比較し，

中間所得者層の負担がより重くなる。
高所得者層により多く負担していただくことになるが，

中間所得者層に配慮した保険料設定が可能となる。

－ １８ －



（４）令和２年度の収入階層別・世帯構成別のモデル年額保険料（試算）

《 前提条件 》 所得総額は，令和元年度賦課時点の所得総額に，被保険者数の増減等を考慮したもの。

※所得割の保険料率は，令和２年６月の保険料算定時点の被保険者の所得総額により確定するため，この試算結果は変動する。

－ １９ －

① １人世帯（介護分該当者）

98万円 33万円 13,100 100 ▲ 1,200 4,800 300 600 17,900 400 ▲ 600 5,100 500 500 23,000 900 ▲ 100

125万円 60万円 43,000 ▲ 100 ▲ 20,400 16,400 1,400 ▲ 2,000 59,400 1,300 ▲ 22,400 16,900 1,800 ▲ 3,100 76,300 3,100 ▲ 25,500

200万円 122万円 113,600 ▲ 200 ▲ 17,300 43,500 3,600 5,900 157,100 3,400 ▲ 11,400 44,800 5,100 3,800 201,900 8,500 ▲ 7,600

300万円 192万円 168,400 ▲ 600 ▲ 27,900 65,000 5,500 9,000 233,400 4,900 ▲ 18,900 66,600 7,900 5,300 300,000 12,800 ▲ 13,600

359万円 233万円 200,600 ▲ 800 ▲ 34,000 77,600 6,600 10,700 278,200 5,800 ▲ 23,300 79,300 9,500 6,200 357,500 15,300 ▲ 17,100

400万円 266万円 226,500 ▲ 900 ▲ 38,900 87,800 7,500 12,200 314,300 6,600 ▲ 26,700 89,600 10,800 7,000 403,900 17,400 ▲ 19,700

500万円 346万円 289,200 ▲ 1,300 ▲ 50,900 112,300 9,600 15,600 401,500 8,300 ▲ 35,300 114,500 14,100 14,500 516,000 22,400 ▲ 20,800

600万円 426万円 351,900 ▲ 1,800 ▲ 63,000 136,900 11,800 19,100 488,800 10,000 ▲ 43,900 139,400 17,300 39,400 628,200 27,300 ▲ 4,500

700万円 510万円 417,800 ▲ 2,100 ▲ 75,500 162,700 14,100 32,700 580,500 12,000 ▲ 42,800 165,500 20,600 65,500 746,000 32,600 22,700

800万円 600万円 488,300 ▲ 2,600 ▲ 11,700 190,000 16,200 60,000 678,300 13,600 48,300 170,000 10,000 70,000 848,300 23,600 118,300

前年度比22年度比

①医療分 ②支援分

22年度比 22年度比 前年度比 令和２年度 22年度比令和２年度

合計　①+②+③

令和２年度 前年度比 令和２年度 前年度比
給与収入 所得

①医療分＋②支援分

令和２年度 前年度比22年度比

③介護分

（単位：円）

② ３人世帯（うち介護分該当者2人）

98万円 33万円 26,200 100 ▲ 1,400 9,700 700 1,600 35,900 800 200 8,000 700 900 43,900 1,500 1,100

125万円 60万円 64,800 0 ▲ 6,400 24,500 1,900 3,800 89,300 1,900 ▲ 2,600 21,800 2,300 2,200 111,100 4,200 ▲ 400

200万円 122万円 139,700 ▲ 200 ▲ 17,100 53,300 4,400 8,000 193,000 4,200 ▲ 9,100 49,200 5,500 4,500 242,200 9,700 ▲ 4,600

300万円 192万円 212,100 ▲ 400 ▲ 28,500 81,200 6,600 12,000 293,300 6,200 ▲ 16,500 76,300 8,800 6,600 369,600 15,000 ▲ 9,900

359万円 233万円 244,200 ▲ 700 ▲ 34,700 93,800 7,800 13,700 338,000 7,100 ▲ 21,000 89,100 10,400 7,600 427,100 17,500 ▲ 13,400

400万円 266万円 270,100 ▲ 800 ▲ 39,600 104,000 8,700 15,200 374,100 7,900 ▲ 24,400 99,300 11,700 8,300 473,400 19,600 ▲ 16,100

500万円 346万円 332,800 ▲ 1,200 ▲ 51,600 128,500 10,800 18,600 461,300 9,600 ▲ 33,000 124,200 14,900 24,200 585,500 24,500 ▲ 8,800

600万円 426万円 395,500 ▲ 1,600 ▲ 63,600 153,100 13,000 23,100 548,600 11,400 ▲ 40,500 149,100 18,100 49,100 697,700 29,500 8,600

700万円 510万円 461,400 ▲ 2,000 ▲ 38,600 178,900 15,300 48,900 640,300 13,300 10,300 170,000 16,300 70,000 810,300 29,600 80,300

800万円 600万円 531,900 ▲ 2,500 31,900 190,000 1,200 60,000 721,900 ▲ 1,300 91,900 170,000 10,000 70,000 891,900 8,700 161,900

令和２年度

③介護分

22年度比22年度比 22年度比

①医療分 ②支援分

前年度比 22年度比 22年度比前年度比

合計　①+②+③

令和２年度 前年度比 令和２年度 前年度比 令和２年度

（単位：円）

前年度比 令和２年度
給与収入 所得

①医療分＋②支援分

※前回の保険料改定前である平成22年度と比較



（１）収入の確保
（被保険者間の負担の公平を図る）

●保険料収入の確保・収納率の向上
R２年度現年度目標収納率 93％

●資格の適正化

（２）支出の増加抑制
（効率的・効果的な医療費適正化の推進）

●給付適正化計画の推進
●データヘルス計画の推進

６．財政健全化に向けた取組について

（１）収入の確保

①保険料収入の確保・収納率の向上の取組

口座による納付率（口座振替率）は約96％

⇒口座世帯の増加は収納率向上に効果あり

ア．納付指導の徹底

イ．口座振替加入率の向上

・ 文書・電話催告等の納付指導の徹底を図る。

・ 電話（コールセンター）による納付確認等により，新規滞納世帯へ

の納付催告を徹底する。

・ 金融機関のキャッシュカードで簡単に口座振替の手続きができる

「ペイジー口座振替受付サービス」を積極的に活用し，加入率の

向上を図る。

・ 今年度導入した「インターネット口座振替受付サービス」の活用を

促進し，国保既加入世帯の加入率の向上を図る。

－ ２０ －



イ．レセプト点検による医療費の適正化

レセプト（診療報酬明細書）について，診療内容や福岡市国保資格の有無等の点検を行い，医療費の適正化を図る。

●内容点検

・症状，病名に対する診療内容の妥当性などを点検し，請求内容に疑義が

あるレセプトについて，審査機関に対し再審査請求を行う。

・レセプト点検システムを導入し，効率的で漏れの少ない点検を実施。

●資格点検

・被保険者資格の有無を確認し，資格喪失後の受診に係る請求に

ついて，返還請求等を行う。

・被保険者の資格区分や限度額適用認定証の請求区分誤り等の

確認を行う。

（２）支出の増加抑制

①給付適正化計画の推進

「福岡市国民健康保険医療費適正化計画（第２期）」に基づき，医療費の適正化を効率的・効果的に推進
する。

－ ２１ －

○レセプト内容点検による効果率及び効果額

区分

効果率 0.17 ％ 0.22 ％ 0.23 ％

効果額 155,892 千円

※効果率は，レセプト内容点検効果額÷療養給付費

30年度
（実績）

31年度
（目標）

2年度
（目標）

○ジェネリック医薬品普及率及び削減額

区分

普及率 74.2 ％ 77.0 ％ 80.0 ％

削減額 365,326 千円

30年度
（実績）

31年度
（目標）

2年度
（目標）

ア．ジェネリック医薬品の普及促進

自己負担額の軽減や医療費の削減を図るため，ジェネリック医薬品の普及促進に努める。

●差額通知

ジェネリック医薬品に切り替えた場合の負担軽減のお知らせを送付する。

●広報事業

テレビ・ラジオを活用した広報やジェネリック医薬品切替希望シールの配付

により周知を図る。



医療機関を受診している60歳～74歳の被保険者に，保健師等が訪問し，健康状態に応じた生活指導及び適正

受診のための指導や助言等を行い，健康への不安の解消と医療費の適正化を図る。

－ ２２ －

オ．適正服薬推進事業 [平成30年度～]

被保険者の服薬状況を把握し，重複服薬，併用禁忌等の好ましくない服薬の状況を改善することで，本人の健康状態の改

善と医療費の適正化を図る。

○訪問者数

539 人 309 人 200 人

30年度
（実績）

元年度
（予定）

2年度
（予定）

○点検件数・啓発件数

区分

申請書点検件数 163,096 件 160,000 件 160,000 件

照会文書送付件数 9,036 件 8,000 件 8,000 件

啓発文書送付件数 8,848 件 9,000 件 9,000 件

３０年度
（実績）

元年度
（予定）

２年度
（予定）

エ．柔道整復療養費の適正化 [平成28年度～]

柔道整復療養費支給申請書の内容点検や，効率的な

広報・啓発の実施により，不適切な療養費の減額とともに

増加の未然防止を図り，医療費の適正化を図る。

ウ．訪問健康相談事業 [平成26年7月～]

①月に12日以上，年間２か月以上受診がある頻回受診者

②同一疾病で月に３か所以上の受診がある重複受診者

・訪問健康相談の対象者

・服薬状況に関するお知らせ

重複服薬や併用禁忌等がある対象者に医療機関・薬局への相談を促す通知を送付。

成果指標：①重複服薬者の改善率，②併用禁忌服薬者の改善率，③医療費適正化効果

・成果連動型委託［令和元年度～令和３年度〕

予め定めた成果指標の達成状況により委託料を支払うことで，民間事業者の創意

工夫の発揮や，事業効果の「見える化」「最大化」等を期待する。



②データヘルス計画の推進

健康づくりイメージキャラクター

よかろーもん

ア．特定健診・特定保健指導による生活習慣病の予防

－ ２３ －

健診回数：年１回

自己負担：500円

(40歳，50歳，満70歳以上，市県民税非課税世帯は無料）

検査項目：身体測定，尿検査，心電図，血圧測定，血液検査等

●特定健診（よかドック）

健診の結果，生活習慣病の発症リスクの高い人に，医師や保健

師，管理栄養士などが，食生活や運動等を指導

◆動機付け支援

①面接による支援 ②原則３ヵ月後に評価

◆積極的支援

①初回面接 ②３ヵ月以上の継続的な支援

③初回面接から３ヵ月以上経過後に評価

●特定保健指導

生活習慣病（糖尿病，高血圧症，脂質異常症等）は，自覚症状がないまま進行し，心筋梗塞，脳卒中などの重大な病気

を引き起こし，生活の質の低下や医療費の増大を招くことから，40歳から74歳の国民健康保険被保険者を対象に健診及び

保健指導を実施し，生活習慣の改善と生活習慣病の予防を図る。
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						第三期計画目標値と実績 ダイサンキケイカクモクヒョウアタイジッセキ
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40，50歳無料化

		

				1		④		市からのハガキ シ		19403		34%

				2		①		市政だより シセイ		5225		9%

				3		⑥		医療機機関からの勧め イリョウキキカンスス		3363		6%

				4		②		健診ガイド ケンシン		2687		5%

				5		⑦		毎年受診している マイトシジュシン		18727		33%

				6		③⑤⑧無回答 ムカイトウ		その他 タ		7148		13%
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40，50歳無料化

		





よりみち健診実績

		

				受診率の推移（実績値） ジュシンリツスイイジッセキチ

						27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド

				40歳 サイ		11.1%		19.2%		21.0%		20.7%

				50歳 サイ		12.4%		21.9%		20.6%		18.1%





		

				よりみち健診の実施状況 ケンシンジッシジョウキョウ

						29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド

				実施場所 ジッシバショ		2		6		10

				受診者 ジュシンシャ		42人 ニン		353人 ニン		-
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				継続受診率 ケイゾクジュシンリツ		62.0		64.0		66.0		68.0		69.0		70.0
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				4		北九州市 キタキュウシュウシ		31.9%

				5		福岡市 フクオカシ		31.2%





受診率・他都市

		





受診動機

		





40，50歳無料化

		

				1		④		市からのハガキ シ		19403		34%

				2		①		市政だより シセイ		5225		9%

				3		⑥		医療機機関からの勧め イリョウキキカンスス		3363		6%

				4		②		健診ガイド ケンシン		2687		5%

				5		⑦		毎年受診している マイトシジュシン		18727		33%

				6		③⑤⑧無回答 ムカイトウ		その他 タ		7148		13%

										56553





40，50歳無料化

		





よりみち健診実績

		

				受診率の推移（実績値） ジュシンリツスイイジッセキチ

						27年度 ネンド		28年度 ネンド		29年度 ネンド		30年度 ネンド

				40歳 サイ		11.1%		19.2%		21.0%		20.7%

				50歳 サイ		12.4%		21.9%		20.6%		18.1%





		

				よりみち健診の実施状況 ケンシンジッシジョウキョウ

						29年度 ネンド		30年度 ネンド		元年度 ガンネンド

				実施場所 ジッシバショ		2		6		10

				受診者 ジュシンシャ		42人 ニン		353人 ニン		-











－ ２４ －

・よりみち健診の実施（平成29年度～）

市民の受診機会を増やすため，医療保険の種類によらず，よかドックや

がん検診などさまざまな健診を一度に受診できる集団健診を，協会けんぽ

等と連携しながら総合図書館や特別養護老人ホームなどで実施。

よりみち健診の実施状況　

29年度 30年度 元年度

実施個所数 2 6 8

受診者数 42（9) 353(108) 441(157)

（）内はよかドック受診者数

・集団健診ウェブ予約の開始（令和元年度～）

スマホ等でいつでもどこでも健診予約ができるよう，令和元年12月から，福岡市の健診専用サイト「けんしんナビ」に

おいて集団健診のウェブ予約を開始。

◆ウェブ予約人数（R1.12.2～R2.1.6） 202人

・よかドック医療情報収集事業（令和元年度～）

通院等により特定健診と同等の検査データを持つよかドック未受診者からデータの提供を受け，「みなし健診」として取り扱う

「よかドック医療情報収集事業」を開始。

◆実施時期 令和2年2月～3月

◆対 象 過去5年間よかドック未受診で，尿検査と血液検査データがある人 約3,000人

・特定健診・特定保健指導に関する連絡会議の設置（令和元年度～）

特定保健指導実施率の向上に向け，医療関係者・研究者等との連絡会議を設置し，医療機関へのアンケートによる

現状把握の上，実施方式の見直しや遠隔面接モデル事業の実施方策等について検討を行う。

◆医療機関へのアンケート

実施時期 令和2年1月

対 象 1,282か所（よかドック実施 608, 未実施 674）

・効果的な個別勧奨を実施

受診履歴や生活習慣病の治療の有無など，特性に応じた内容のダイレクトメールとコールセンターを活用した電話勧奨を実施。

● 特定健診受診率向上の主な取り組み

● 特定保健指導実施率向上の取り組み



・ 生活習慣病重症化予防事業

生活習慣病の重症化（脳卒中，心筋梗塞，人工透析等）のリスクが

高い未治療者を早期改善・治療につなげることで医療費の増加抑制

を図るため，保健指導及び医療機関の受診勧奨を実施。

－ ２５ －

③福岡市国民健康保険医療費適正化計画（第２期）の中間評価

福岡市国民健康保険医療費適正化計画（第２期）（計画期間：平成30年度～令和5年度）について，評価を行い，必要

に応じて計画期間後半の事業の見直しを図る。

30年度 元年度
2年度

（予定）
30年度 元年度

2年度
（予定）

110人 110 人 100 人 19人 21 人 50 人

76人 14人

スポーツクラブ 市施設

年度

実施者数

終了者数

30年度 元年度
2年度

（予定）

496人
（378人）

458 人 500 人

200 人

100 人
勧奨通知および保健指導による
治療再開者数

受診勧奨通知送付者数

保健指導実施者数

30年度 元年度
2年度

（予定）

1,111 人 980 人 1,000 人

597 人 784 人

230 人

対象者数（基準該当者数）

保健指導及び受診勧奨実施者数

治療開始者数

イ．生活習慣病の予防，重症化予防

・ 生活習慣改善推進事業 ［平成29年度～ ］

肥満の改善による生活習慣病の早期予防のため，ＢＭＩ ２５以上の人を

対象に，スポーツクラブやさざんぴあ博多において，トレーナーが対象に

合わせた運動や食事の支援を約３カ月間行うプログラムを実施。

なお，さざんぴあ博多のほか，他の市施設における事業展開を検討。

・ 糖尿病性腎症重症化予防事業 ［平成30年度～ ］

重症化のリスクが高い糖尿病の治療中断者に，治療継続の必要性や

合併症について，正しい情報の提供及び保健指導を実施し，生活習慣

の改善及び適切な治療行動につなげる。

〇特定健診の結果から，下記のいずれの要件も満たす被保険者を対象

・血糖・血圧・脂質のいずれかの数値が受診勧奨値に該当する人

・健診後も治療を開始していない人



○所得基準額

● 報告 制度改正について

（１）国の改正

①低所得者に係る保険料負担軽減の所得基準額の見直し（令和２年４月１日実施）

５割軽減 ［現 行］ 33万円 ＋ 28万円 × 被保険者数

［改正後］ 33万円 ＋ 28.5万円 × 被保険者数

２割軽減 ［現 行］ 33万円 ＋ 51万円 × 被保険者数

［改正後］ 33万円 ＋ 52万円 × 被保険者数

低所得者に対する軽減措置として，応益分保険料（均等割，平等割）の軽減制度のうち，５割・２割軽減について，
物価上昇の影響で軽減対象が減少しないよう軽減判定所得の基準額を引き上げる。

－ ２６ －



○ 第２回運営協議会

日 時 ： 令和 ２年 １月２８日（火）１７：００から

場 所 ： 天神ビル １１階 １０号会議室

（福岡市中央区天神２丁目１２番１号）

内 容 ： 審議，答申（案）のとりまとめ

● その他 今後の審議・答申予定について

○ 答 申

日 時 ： 令和 ２年 ２月 ５日（水） １３：３０

－ ２７ －



● 福岡市国民健康保険運営協議会委員名簿

※被保険者代表，公益代表，被用者保険等保険者代表は区分ごと
の五十音順

－ ２８ －

（ 任期 ： 平成３０年７月１日～令和３年６月３０日 ）

役職名等 氏名
ふ り が な

 小田原
お だ わ ら

　睦子
む つ こ

福岡市農業委員会
委員  小賦

お ぶ

　眞
ま

須美
す み

博多人形商工業協同組合
理事  中野

な か の

　浩
ひろし

福岡市七区男女共同参画協議会
代表  藤村

ふ じ む ら

　真由美
ま ゆ み

保 保
険 険
医 薬
又 剤
は 師
　  代
　  表

福岡市医師会
会長  長柄

な が ら

　均
ひとし

福岡市医師会
副会長  平田

ひ ら た

　泰彦
や す ひこ

福岡市医師会
常任理事  佐野

さ の

　正敏
ま さ と し

被
保
険
者
代
表

福岡市早良区老人クラブ連合会
運営委員  大内田

お お う ち だ

　哲
さとし

福岡市衛生連合会
理事  大野

お お の

　美智代
み ち よ

福岡市民生委員児童委員協議会
常任理事

福岡市歯科医師会
会長  神田

か ん だ

　晋
し ん

爾
じ

福岡市歯科医師会
常務理事  永原

な が は ら

　絹子
き ぬ こ

福岡市薬剤師会
会長  田中

た な か

　泰三
た い ぞ う

役職名等 氏名
ふ り が な

公
益
代
表

福岡市議会議員 　天野
あ ま の

　こう

福岡大学
商学部准教授 　伊藤

い と う

　豪
たけし

福岡市議会議員 　近藤
こ ん ど う

　里美
さ と み

【会長】
九州大学大学院
医学研究院保健学部門長

 被 保
 用 険
 者 者
 保 代
 険 表
 等 ○

全国健康保険協会福岡支部
保健グループ保健専門職   上村

か み むら

　景子
け い こ

地方職員共済組合福岡県支部   小林
こ ば や し

　文子
あ や こ

  樗木
ち し ゃ き

　晶子
あ き こ

【副会長】
福岡市議会議員   中山

な か や ま

　郁
い く

美
み

久留米大学
人間健康学部長 　濵

は ま

﨑
さ き

　裕子
ゆ う こ



● 事務局関係者名簿

【福岡市国民健康保険運営協議会 庶務担当】

福岡市 保健福祉局 生活福祉部 保険年金課

－ ２９ －

組 織 氏 名

保

健

福

祉

局

局長 舟越 伸一

理事 井口 宏樹

生活福祉部長 小川 明子

保険年金課長 中川原 伸之

保険医療課長 鹿野 由紀

区

役

所

東区保険年金課長 松田 孝子

博多区保険年金課長 吉野 靖啓

中央区保険年金課長 永尾 知浩

南区保険年金課長 山口 鉄平

城南区保険年金課長 兒島 貴美子

早良区保険年金課長 宮崎 誠二

西区保険年金課長 岩口 浩一

西区西部出張所長 牧園 健司


	令和元年度　第１回
	〓〓　　目          次　　〓〓
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	令和２年度保険料のポイント
	参考：政令市や他の医療保険の状況
	スライド番号 19
	改 正 の 趣 旨
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	● 報告　制度改正について
	スライド番号 29
	● 福岡市国民健康保険運営協議会委員名簿
	● 事務局関係者名簿

